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第７回 飯山市行政改革推進委員会 顛末 

 

日時 平成２６年１０月２９日（水） 午後３時００分 

場所 飯山市役所３１号会議室 

 

出席者数 委員 １０人  事務局 ４人 

 

１ 開  会（企画財政課長 進行） 

 

２ 会長あいさつ 

  前回の会議では、事務局から示された計画案について委員からいくつか指摘事項があっ

たが、本日の会議では、それに基づいた修正案が事務局から提出されている。今日の会議

は、計画案の修正箇所について事務局からの説明を受け、その後、質問・意見を出してい

ただく。 

この計画案については、今日まで、じっくりと時間をかけて審議を重ねてきたので、今

日の審議で大きな問題がなければ、計画案の審議はいったん区切りをつけて「委員会とし

ての最終案」として固めていきたい。本日の会議は、その点もお含みおきいただき、活発

な審議をお願いしたい。 

 

３ 審議 

⑴ 第５次行財政改革大綱（案）について（資料１・資料２） 

  （事務局）資料１及び資料２について説明 

  （委 員）大綱が固まった次は、実施計画の策定となるがいつ頃できるのか。今年度か

らの計画となっている。急がないといけないと思う。 

  （事務局）大綱ができれば、庁内組織を立ち上げ、そこで実施計画の策定を進める。急

いで着手したいが、結果として平成２７年度からのスタートとなってしまう

かもしれない。 

  （委 員）前回の提案が採用され、行財政改革の最終の結果が基金残高であるという形

が示された。基金残高が１５億円とされているがそれが妥当か。また、どの

ようにして歳入を確保し、基金を残していこうとするのかも課題。コストダ

ウンにより歳出を抑制して、その分を基金として積み立てるということには

異論はない。市の裁量で調整できる財源として地方債があるが、歳入不足を

単に地方債で賄い、それによって基金に金を回すようなことはあってはなら

ない。今後、実質公債費比率が上がると思うが、どのようになる見通しか。 

  （事務局）実質公債費比率は、昨年度で１３．２％、今年度の見込みは１２．２％。平

成２４年度よりも更に低下していく見込みである。地方債は、国、県等と協

議して必要な事業についてのみ借入ができるものであるので、基金を増やす

ために借入額を増やすというようなことは制度上できない。地方債の借り入

れは、将来の負担増に直結する。地方債を必要最小限に留めるというのは、

行財政改革をするより前の大前提の話である。今回の基金の推計は、経常的

な経費を行革等により極力圧縮し、投資的な経費をいかに確保していくかと

いうことを前提条件としており、こうした取組みを踏まえた上での１１億円

の残高となっている。従って、この推計よりも更に切りつめないと１５億円

の残高は生み出せない。実施計画で、具体策を示していけるように検討して

いきたい。 

  （委 員）来年度の地方債の借入の見通しはどうか。 

  （事務局）現在、平成２７年度から平成２９年度までの３年間の事業実施内容、事業費、

財源等を精査している段階であるため確定したものではないが、現在のとこ

ろ過疎債だけで約１３億円を借り入れる見通しである。 
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  （委 員）歳入確保のために地方債による収入を増やすというのは好ましくない。 

  （委 員）７ページ上段のグラフは、今後も平成２４年度並みの歳入を確保しないと平

成２８年度以降赤字になるという意味ではないと思う。その都度歳入に見合

うだけの歳出予算としていけば良い話であるので、平成２４年度歳出決算額

である１３２億円以上の歳入を維持していかなければならないということに

はならない。 

  （事務局）財政推計上の地方債による収入は、平成２６年度で約２５億円、平成２７年

度で約１４．２億円、平成２８年度で約５．５７億円、平成２９年度で約３．

４４億円としており、借入金額は、事業量の減少とともに大幅に減る見込み

となっている。行財政改革以前の話として、実質公債費比率といった財政指

標の改善に向けて努力するというのは、行政の姿として当然。これまで新幹

線駅開業に向けて多額の投資をしてきたが、今後は、城南中学校の移転関連

事業以外は、大型の公共事業の予定は見込んでいない。こうした状況下で、

これまで増大してきた歳出を抑制し、いかに効率的な行財政運営をしていく

かが非常に大きな課題であり、今回の行財政改革大綱を策定する大きな要因

になっていると認識している。 

  （委 員）計画案に掲載されている修正できるデータは、最新のものに修正した方が良

いと思う。 

  （委 員）学校、保育園等の見直しについての記述があるが、今後の人口、特に児童数

を見ると、とにかく早急に何らかの対策を講じるべきである。 

  （委 員）実施計画については、進捗状況や結果の公表だけでなく、しっかりとした検

証が必要。その際には、内部の職員だけでやるのではなく、外部の者も交え

て客観的に評価すべきである。 

  （事務局）実施項目の中にも外部評価に関する記述がある。ご指摘のような評価、検証

ができる仕組みとしていきたい。 

  （会 長）他に意見がなければ、これで最終案として良いか。 

       （異議を唱える者なし） 

  （事務局）これまでの７回にも及ぶ熱心なご審議に深甚から御礼申し上げる。最終案と

してまとめていただいたので、以後、答申に向けて準備を進めたい。 

 

⑵ 次回の開催日程について 

  （事務局）以下のとおり答申に向けて準備を進めたい。なお、意見公募については、広

く意見をお伺いする趣旨で実施するものであり、いただいた意見全てに拘束

される趣旨で実施するものではないのでご了承いただきたい。 

（委員には、以下の事項を記載した資料を別途配付） 

◆ 意見公募（パブリックコメント）   １１月上旬～ 約１か月間 

◆ 意見公募結果集約          １２月上旬 

◆ 会長及び職務代理と協議       １２月上旬 

 

                協議結果によっては、委員会を招集（審議） 

◆ 答申 （会長・職務代理）      １２月上旬 

  （事務局）計画に盛り込めなかった事項について、答申の際の付帯意見として意見を付

すこととしたい。これまでの委員会の意見を参考として事務局である程度ま

とめ、意見集約していきたい。 

 

４ その他 

  （委 員）この委員会は答申すれば終わりか。先程も意見があったが、中間、最終のア

セスメントが必要である。計画を作りっぱなしで終わらせるのではなく、し

っかりと外部の視点でチェックしていく必要がある。議論しきれなかったこ



- 3 - 

 

ともあるので、計画期間中における計画の補正も必要となるのではないか。 

  （事務局）本委員会の任期は、答申までということでご理解いただきたい。ご指摘のと

おり計画の進行管理や検証には外部の方々の視点が必要と認識している。そ

れに向けて実施できるようにしていきたい。 

 

５ 閉  会（16：10終了） 


